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ⅤⅤ 将将来来像像のの実実現現にに向向けけてて

●将来像の実現に向けての枠組み

将来像の実現

●都市の質的向上 社会基盤の量的供給

・歴史・伝統・文化・自然など地域の個性を重視

・交差点の改良等、既存の社会資本の蓄積を積極的に活用

・緑地、公園、広場などゆとりや潤いのある空間の整備

・生活道路の充実など身近な生活環境の改善

・良好な都市景観の創出 など

整備の観点

・地域社会・経済の活性化

・県土の均衡ある発展

・代替性の確保 など

歴史交流田園都市圏・人と自然・文化が調和した福寿で活力に満ちたユイマールのまち

■地域の歴史・自然・文化をいか

し、住民主体の都市づくり

■重点的・戦略的な施策を推進し、

快適で潤いのある都市づくり

■都市機能相互の連携を重視し

交流を促進する都市づくり

●詳細計画の充実

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

市町村マスタープラン

市街地レベルの計画

地区レベルの計画（地区計画等）

●住民主体の都市づくり

住 民

企 業

ＮＰＯ等

●行政の連携

行政 県

国

市

町 村

専門家等
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●は各区域共通、◎は区域ごとの特徴や住民意見を反映

◎南城市単独の都市計画区域の指定について

南城市は、佐敷町、大里村、知念村及び玉城村の合併により誕生しました。線引き都

市計画区域である佐敷・大里地域、都市計画区域外である知念・玉城地域では、土地利

用規制が異なる状況にありましたが、南城市として一体の土地利用を行いたいとの趣旨

から、那覇広域都市計画区域から離脱し、単独の非線引き都市計画区域となりました。

佐敷・大里地域においては、市街化調整区域の規制が無くなる一方、知念・玉城地域

では、接道義務や建築形態規制など都市計画区域に編入されることによる規制の強化が

生じます。そのような中、1,000 ヘクタールを超える広大な風致地区の指定、特定用途

制限地域の指定、開発許可対象面積の引き下げ等、秩序ある土地利用を図るための多様

な施策の展開を予定しています。これらは、住民の合意形成を図ることが重要ですが、

南城市は各地区の住民の代表者を中心としたまちづくり会議を組織して、数多くの話し

合いの場を設けることで、まちづくりの合意形成を図ってきました。住民、行政ともに

かなりの労力を要してきましたが、そうすることで、今後の地域特性を活かした魅力あ

るまちづくりに繋がっていくことが期待されます。

また、玉城奥武地域については、長期的な観点からすれば都市計画区域に編入するこ

とが望ましいことから、地域の実情を十分に勘案しつつ、今後、編入について検討して

いくこととします。

●都市の質的向上

都市は、住民の日常的な生活や活動の場であり、行政による公共施設の整備や民間の

建築行為等により長期間にわたりその機能を維持し、持続的に成長・発展することによっ

て、歴史的・文化的な価値とともに品格や風格が備わっていくものと考えられます。

一方、これまでは、人口の増加に対応した新市街地の形成を中心に都市づくりを進め

てきたことから、既成市街地においては、人口減少地区がみられるなど、地域共同体の

維持が難しく、地域の伝統や文化の継承が困難な状況にあります。

したがって、今後の都市づくりは、既に形成された市街地をどうするか、つまり、新

市街地の形成から既成市街地における身の回りの生活空間の質的向上に視点を移す必

要があり、そのためには、道路や公園、公共公益施設等の生活に密着した社会資本の蓄

積を有効活用し、緑の充実によるゆとりや潤いの空間やポケットパーク等の整備による

憩いの空間の創出、自然環境資源の魅力向上などへの重点投資が特に重要です。

●詳細計画の充実

他方、この「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」は、一の市町村を越えた広

域的な観点から都市計画のおおまかな方向性を示すものであることから、身の回りの生

活空間の質的向上には詳細計画の充実が求められます。すなわち、「市町村の都市計画
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に関する基本的な方針（以下、市町村マスタープラン）」において、住民に対し、市町

村ごとの都市計画の方針を明確に示すとともに、住民にとってより身近でわかりやすい

都市づくりを進めるため、市町村マスタープランで定める市町村の全体構想や地域ごと

の地域別構想を「中心市街地戦略」などの市街地整備や地区計画などの詳細計画の積み

重ねによって実現していくことが重要です。

都市の質を図る上で重要な都市環境についても同様に、「沖縄県広域緑地計画」を基

本とする広域的な緑地等の整備方針を受け、市町村ごとの「緑地の保全及び緑化の推進

に関する基本計画（緑の基本計画）」を定め、補完するなどの住民に身近な詳細計画に

よって充実が図られ、さらに、都市づくりへの住民の関心を高めるとともに、参加を促

すことにつながるものと考えられます。

さらに、県内の各地域には、それぞれ特有の自然、歴史、風土があります。各市町村

が景観行政団体に移行し、地域らしさを活かした市町村独自の「景観計画」を策定し、

魅力ある街並みや自然景観、田園景観等の地域特性に応じた景観形成を促進することも

都市づくりにおいて重要です。

このような住民合意のもとに策定される詳細計画は、生活道路などの身近な生活環境

の改善や良好な住環境の形成、統一感のある街並み景観の創出などを可能にするもので

あるとともに、その作成過程で市街地像を共有することが地域共同体の醸成にも役立つ

ものと期待されます。そして、その地域共同体の存在は都市の質を図る一つの指標にな

るものとも考えられます。

今後は、「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」と市町村マスタープランの整

合はもとより、地区計画などのより詳細な計画を整合させて、都市の質的向上を図ると

ともに、広域連携による一体的な都市づくりを進め、魅力的で良好な都市空間を実現さ

せていくことが重要です。

●住民主体の都市づくりへ

個性的で魅力ある都市を実現するためには、都市づくりの情報を共有する場を積極的

に設け、住民の都市づくりに対する意識を高めるとともに、地域主体の都市づくりを浸

透させていく必要があります。すなわち、地域住民や都市計画の専門家、ＮＰＯ法人、

民間企業、大学、ボランティアなど、行政とあらゆる主体が手を取り合う都市づくりの

展開とともに、都市計画の提案制度等を活用した、地域で合意形成し提案する地域提案

型の都市づくりへ転換を図ることが求められます。

●市町村相互の連携、県と市町村の連携の強化

さらに、行政は都市計画に対する理解と協力を促す普及・啓発・支援と併せ、都市づ

くりの構想・計画策定の各段階をはじめ、あらゆる場面で住民に積極的に情報を開示・

提供し、説明責任を果たして都市づくりの意識を醸成していくと同時に、住民が常に都
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市づくりに関われる環境を整備していかなければなりません。

特に、地方分権の中での都市づくりは市町村が主体であることから、市町村は、効率的な

都市運営や多様な住民の要求に的確に対応していくために、次世代に残すべき貴重な自然環

境の保全・活用や公共施設等の設置・運営などで広域連携や市町村合併を視野に入れた取り

組みを強化する必要があります。

また、県は、将来像に寄与するよりよい都市の実現のために、市町村の主体的な取り組み

を尊重し、支援しつつ、広域的な課題に対応した都市づくりを「選択と集中」によって進め

る役割を担います。

このように、地域住民は地域の創意工夫の下で都市づくりに積極的に関わるとともに、行

政は都市づくりの情報を積極的に発信してこれまでの行政主導の都市づくりから転換を図

り、多様な主体による自主的な取り組みを支援し、協働する体制を確立することが重要と考

えられます。

我が国ひいてはアジア・太平洋地域において、文化的かつ経済的に光り輝く特色ある地域

を築き上げるためには、それぞれが役割を認識し、方向性を共有した上で、一体となって都

市づくりを進めていかなければなりません。


